
資本金の額の減少公告 

 

 当社は、資本金の額を 5,000 万円減少し、8,940 万円とすることにいたしました。 

 効力発生日は平成 22 年 8 月 16 日であり、株主総会の決議は、平成 22 年 7 月 16 日

に予定しております。 

 この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下

さい。 

 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。 

http://www.shubunsha.co.jp/ir/ 

 

 

 平成 22 年 7 月 13 日 

 

 埼玉県さいたま市見沼区東大宮 5－32－10 

 株式会社 秀文社 

  代表取締役 小泉 喜昭 

 

公告中断についての追加公告 

 

中断の生じた時間  中断の内容  

平成22年7月27日午前1時00分より  

平成22年7月27日午前2時54分まで  

（中断時間114分）

サーバーの機能障害とそのメンテナンスに

より公告の中断が発生しました。  


